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一
　
は
じ
め
に

　「
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ（
1
）た」。
あ
る
編
集
者
宛
の
書
簡
で
、
国
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

（Carl Schm
itt, 1888 -1985

）
が
そ
う
漏
ら
し
た
の
は
、
一
九
二
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
第
二
帝
政
期
を
代
表
す
る
国
法
学
者

た
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
（G

eorg Jellinek, 1851 -1911

）
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
否
定
す
る
か
の
如
き
、
こ
う
し
た
発
言
は
、
ラ
イ
ヒ
大

統
領
の
議
会
解
散
権
（
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
二
五
条
）
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ（
2
）て、

過
度
な
一
般
化
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
憲
法
理
論
』
に
散
見
さ
れ
る
否
定
的
な
コ
メ
ン
ト
か
ら
も
、

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
理
論
を
積
極
的
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
は
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
評
価
が
、
第
二
帝
政
期
の
国
法
学
に
対
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
批
判
的
立
場
に
還
元
さ
れ
得

る
か
否
か
は
、
よ
り
厳
密
な
考
察
を
要
す
る
。
確
か
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
ド
イ
ツ
国
家
学
史
に
関
し
て
、
や
や
図
式
的
な
が
ら（
3
）も、

あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
考
察
を
示
し
た
作
品
『
フ
ー
ゴ
ー
・
プ
ロ
イ
ス
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
に
始
ま
る
国
家

法
人
説
を
、
国
家
主
権
説
と
同
様
に
「
問
題
の
回
避
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て（
4
）る（

こ
う
し
た
、
実
証
主
義
国
法
学
に
対
す
る
否

定
的
な
評
価
は
、
長
ら
く
支
配
的
な
見
解
と
な
り
、
そ
の
修
正
は
近
年
の
研
究
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な（
5
）い）。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
く
国
家
法
人

説
の
提
唱
者
で
あ
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
対
す
る
評
価
は
、
次
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
否
定
的
で
は
な
い
。

ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
大
い
な
る
博
学
は
、
一
方
で
は
法
学
に
、
他
方
で
は
社
会
学
お
よ
び
歴
史
学
に
分
断
さ
れ
、
こ
う
し
た
分
断
は
、
結
局

の
と
こ
ろ

―
方
法
論
ば
か
り
で
方
法
が
な
い

―
学
問
的
と
い
う
よ
り
は
策
略
的
に
興
味
深
い
、
空
虚
な
形
式
主
義
の
道
具
と
な
っ（
6
）た。
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こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、「
大
い
な
る
博
学
」
の
「
分
断
」
で
あ
り
（
ケ
ル
ゼ
ン
が
揶
揄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、

「
大
い
な
る
博
学
」
そ
れ
自
体
の
評
価
は
不
明
で
あ
る
。
実
証
主
義
国
法
学
に
対
す
る
反
感
を
隠
さ
な
い
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
中
で
、
そ
れ
に

と
ど
ま
ら
な
い
総
合
的
な
「
一
般
国
家
学
」
を
志
向
し
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
業
績
が
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ

る
。

　
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
関
係
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
一
方
で
は
、

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
も
含
め
た
第
二
帝
政
期
の
国
法
学
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
差
異
を
強
調
す
る
立
場
が
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
国

家
法
人
説
の
拒
絶
を
重
視
す（
7
）る解

釈
や
、「
国
家
的
」
と
「
政
治
的
」
を
区
別
す
る
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
の
用
語
法
に
秘
め
ら
れ

て
い
る
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
暗
黙
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
を
指
摘
す
る
研（
8
）究が
そ
う
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ
う
し
た
差
異
に
留
意
し
つ
つ
も
、

国
家
概
念
の
内
実
や
「
国
法
の
不
浸
透
性
理
論
（Im

perm
eabilitätstheorie

）」
に
関
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
有
し
て
い
る
帝
政
期
国
法
学

の
継
承
者
と
い
う
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
研（
9
）究も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
両
者
の
理

論
的
関
係
を
検
討
し
て
い
る
点
で
有
益
で
は
あ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
理
論
の
い
か
な
る
点
を
批
判
し
、
い
か
な
る
方

法
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
、
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
展
開
を
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
、
一

貫
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
。
実
際
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
関
す
る
言
及
は
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
、

様
々
な
著
作
で
印
象
的
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
理
解
す
る
上
で
有
益
な
視
座

を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
帝
政
期
国
法
学
と
い
う
大
き
な
主
題
を
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
は
い
え
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
の
十
分
な
検
討
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
部
と
見
做
さ
れ
よ

う
。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
法
人
説
お
よ
び
機
関
説
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
や
「
代
表
」
概
念
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に
留
意
し
な
が
ら
概
観
す
る
（
第
二
章
）。
次
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
を
、「
国
民
」
概
念
お
よ
び
「
代
表
」
概
念
と
い
う

重
要
な
個
別
的
論
点
に
即
し
て
分
析
す
る
（
第
三
・
四
章
）。
最
後
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
が
、
国
家
理
論
と
い
う
観
点

か
ら
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
新
た
な
学
問
構
想
に
触
れ
つ
つ
論
じ
る
（
第
五
章
）。
以
上
の
作
業

に
よ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
を
理
解
す
る
上
で
、
第
二
帝
政
期
国
法
学
と
り
わ
け
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
学
と
の
対
抗
関
係
に
留
意
す

る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
得
る
。

二
　
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
機
関
説

　
本
章
で
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
）
10
（

論
を
概
観
す
る
た
め
に
、
そ
の
二
大
主
著
で
あ
る
『
公
権
の
体
）
11
（

系
』
お
よ
び
『
一
般
国
家
）
12
（

学
』
が
分

析
さ
れ
る
。

㈠
　
法
人
と
し
て
の
国
家

　
議
論
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、「
あ
ら
ゆ
る
国
法
学
的
認
識
は
、
国
家
概
念
の
正
し
い
把
握
に
か
か
っ
て
い
る
」（SsöR:  12

）
に
も
拘

わ
ら
ず
、
こ
の
概
念
が
論
者
に
よ
っ
て
多
様
な
仕
方
で
用
い
ら
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
絶
え
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
イ
ェ
リ

ネ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
永
遠
に
新
し
い
が
、
か
く
も
古
い
論
争
」
を
調
停
す
る
に
は
、「
国
家
の
法
的
性
質
を
把
握
す
る
た
め
の
論

理
的
・
認
識
論
的
条
件
」
が
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（SsöR:  13
）。
こ
れ
に
よ
り
、「
法
学
に
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
の
如
き
人
物
が
存
在

し
な
か
っ
た
」（SsöR:  13

）
た
め
に
生
じ
て
い
る
混
乱
状
況
か
ら
の
打
開
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
問
題
と
な
る
の
は
た
だ
、「
い
か
に
し
て
国
家
は
法
学
的
に
思
考
さ
れ
得
る
の
か
」（SsöR:  21

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
は
ま
ず
、「
一
定
の
領
域
上
に
定
住
し
、
官
憲
（O

brigkeit

）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
国
民
」
と
い
う
「
疑
い
得
な
い
自
然
的‒

歴
史
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的
事
実
」
を
出
発
点
と
し
、
国
家
を
「
領
域
に
基
づ
い
た
人
格
的
単
一
体
（Personeneinheit

）」（SsöR:  21

）
と
規
定
す
る
。
そ
の
際
、

こ
う
し
た
単
一
体
の
基
盤
と
な
る
の
は
一
定
の
「
目
的
」
で
あ
る
。
構
成
員
が
不
断
に
入
れ
替
わ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
家
を
単
一
体
た

ら
し
め
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
一
定
の
領
域
上
に
生
活
す
る
人
々
が
追
求
す
る
「
持
続
的
な
制

度
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
、
互
い
に
連
関
す
る
共
通
か
つ
単
一
の
継
続
的
目
的
」
を
も
っ
て
答
え
る
（SsöR:  26

）。

　
次
に
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
人
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
家
を
捉
え
る
。
人
格
（Persönlichkeit oder Person

）
を
有
す
る
こ
と
は
、

権
利
能
力
（Rechtsfähigkeit

）
を
有
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
（SsöR:  28

）。
し
か
し
、
権
利
能
力
を
持
つ
た
め
に
は
意
思
が
必
要
で
あ

る
と
こ
ろ
、
国
家
は
自
然
人
で
は
な
い
た
め
、
意
思
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
国
家
の
意
思
な
ど
擬
制
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
国
家
の
意
思
は
擬
制
の
産
物
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。「
お
よ
そ
人

格
的
単
一
体
の
存
在
が
実
践
的

0

0

0

思
考
に
と
っ
て
認
め
ら
れ
得
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
格
的
単
一
体
は
、
そ
の
目
的
が
不
変
的
で
そ
れ
自
体
に

お
い
て
単
一
で
相
互
に
一
貫
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
目
的
の
配
慮
に
向
け
ら
れ
た
一
定
の
意
思
行
為
の
中
に
、
直
接
的
に
、
自

ら
の
意
思
を
有
す
る
」（SsöR:  29

）。
か
く
し
て
国
家
は
、
人
格
を
有
す
る
法
主
体
と
し
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
。「
国
家
の
人
格
性
の
認
識

の
み
が
、
公
法
の
諸
現
象
に
満
足
の
い
く
法
学
的
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（SsöR:  34

）
と
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
力
説
す
る
。

　『
公
権
の
体
系
』
に
お
け
る
以
上
の
議
論
は
、『
一
般
国
家
学
』
第
六
章
「
国
家
の
本
質
」
に
お
い
て
、
認
識
論
的
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た

形
で
、
体
系
的
に
展
開
さ
れ
た
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
ま
ず
、
国
家
の
認
識
方
法
と
し
て
、
国
家
を
「
我
々
の

外
部
に
存
す
る
客
観
的
な
も
の
」（AS:  136

〔
一
〇
九
〕）
と
し
て
把
握
す
る
「
客
観
的
方
法
」
と
、「
人
間
の
内
的
な
関
係
に
基
づ
く
も

の
」（AS:  137

〔
一
一
〇
〕）
と
し
て
把
握
す
る
「
主
観
的
方
法
」
を
区
別
し
、
前
者
を
「
科
学
的
に
全
く
使
用
で
き
な
い
国
家
像
し
か
与

え
な
い
」（AS:  137

〔
一
一
〇
〕）
も
の
と
し
て
退
け
る
。
次
に
「
主
観
的
方
法
」
の
内
、
有
機
体
論
を
認
識
論
的
基
盤
を
欠
く
も
の
と
し

て
退
け
（AS:  156

〔
一
二
一
〕）、
最
終
的
に
、「
団
体
的
単
一
体
と
し
て
の
国
家
」
と
「
法
概
念
と
し
て
の
国
家
」
が
析
出
さ
れ
る
。
前
者

が
社
会
学
的
国
家
概
念
（「
始
原
的
な
支
配
力
を
付
与
さ
れ
た
定
住
せ
る
人
間
の
団
体
的
単
一
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（AS:  181

〔
一
四
四
〕））
で
あ
り
、
後
者
が
法
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学
的
国
家
概
念
（「
始
原
的
支
配
力
を
備
え
た
定
住
せ
る
国
民
の
社
団

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（AS:  183

〔
一
四
五
―
一
四
六
〕））
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
口
に
膾
炙
し
た

い
わ
ゆ
る
二
側
面
説
（Zw

ei-Seiten-Theorie

）
で
あ
り
、
社
会
学
的
方
法
と
法
学
的
方
法
を
峻
別
し
な
が
ら
も
、
両
者
を
連
関
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
を
特
徴
付
け
る
国
家
理
論
で
あ
る
。
団
体
的
単
一
体
と
し
て
の
国
家
概
念
を
基
礎
と
し
て
法
人
と
し
て

の
国
家
概
念
を
積
み
上
げ
る
論
証
方
法
に
つ
い
て
は
、『
公
権
の
体
系
』
も
『
一
般
国
家
学
』
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

㈡
　
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈

　
以
上
概
略
的
に
説
明
し
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
法
人
説
を
よ
り
深
く
検
討
す
る
に
は
、
ラ
ー
バ
ン
ト
や
ギ
ー
ル
ケ
と
い
っ
た
同
時
代

の
論
者
と
の
比
較
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
こ
こ
で
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の

ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
に
着
目
し
て
み
た
い
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、『
公
権
の
体
系
』
と
『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
、
異
な
る
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈

を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
検
討
が
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
法
人
説
の
理
解
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
こ
と
に
、『
公
権
の
体
系
』
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
国
家
法
人
説
の
原
点
を
ホ
ッ
ブ
ズ
に
見
出
し

て
い
る
。

国
家
の
人
格
的
性
質
の
認
識
が
学
問
的
な
明
晰
性
に
お
い
て
登
場
す
る
の
は
、
国
家
を
形
作
る
個
々
人
の
意
思
と
は
区
別
さ
れ
た
単
一
の
意
思
が
国
家

の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
の
と
同
一
の
瞬
間
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
長
い
間
存
在
し
て
い
た
が
、
完
全

に
鋭
く
明
晰
な
形
で
生
じ
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
で
あ
る
（SsöR:  32
）。

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
あ
る
市
民
（ciuis aliquis

）
と
も
市
民
の
総
体
（om

nes sim
ul

）
と
も
区
別
さ
れ
る
政
治
的
人
格
（persona ciuilis

）

た
る
国
家
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
『
市
民
論
』
第
五
章
九
）
13
（
節
を
長
く
引
用
し
た
後
、「
そ
れ
以
降
の
法
学
理
論
は
、
自
然
法
的
根
拠
に
基
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づ
く
服
従
を
も
ち
ろ
ん
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
説
明
に
、
本
質
的
に
新
し
い
も
の
を
何
も
付
け
加
え
得
な
い
」（SsöR:  33 -34

）
と

ま
で
述
べ
る
。
こ
う
し
た
抽
象
的
人
格
と
し
て
の
国
家
理
論
の
創
設
者
と
し
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
像
は
、
例
え
ば
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
）
14
（

ー

が
提
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
も
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
理
論
の
こ
う
し
た
点
に
着
目
し
た
訳
で
あ
る
。

　
だ
が
国
家
法
人
説
の
祖
た
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
同
時
に
絶
対
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。『
一
般
国
家
学
』
に
お

い
て
は
、『
公
権
の
体
系
』
と
異
な
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
対
す
る
評
価
は
き
わ
め
て
否
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ホ
ッ
ブ
ズ

は
、
す
で
に
論
じ
た
「
国
家
の
客
観
的
存
在
を
重
視
す
る
」
議
論
の
内
で
、「
国
家
と
政
府
を
同
一
視
す
る
通
俗
的
概
念
に
根
差
し
た
」

（AS:  145

〔
一
一
五
〕）
理
論
の
提
唱
者
と
し
て
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
そ
も
そ
も
認
識
論
的
観
点
か
ら
科
学
性

を
剝
奪
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
家
と
統
治
者
な
い
し
官
憲
と
を
同
一
視
す
る
絶
対
主
義
的
な
理
論
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、『
市
民
論
』
第
六
章
お
よ
び
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
一
八
章
を
典
拠
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
を
以
下
の

よ
う
に
位
置
付
け
る
。

こ
の
説
〔
国
家
を
統
治
者
な
い
し
官
憲
と
同
一
視
す
る
説
〕
が
学
問
へ
と
侵
入
す
る
の
は
、
国
民
と
領
土
は
君
主
の
活
動
の
客
体
に
過
ぎ
ず
、
国
家
の

全
作
用
は
君
主
の
活
動
の
内
に
の
み
含
ま
れ
る
と
す
る
、
絶
対
主
義
理
論
を
通
じ
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
転
回
が
最
も
鋭
く
行
わ
れ
た
の
は
、
ホ
ッ
ブ

ズ
に
お
い
て
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
国
家
創
設
契
約
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
結
合
さ
れ
た
国
民
を
、
君
主
な
い
し
支
配
的
団
体
に
服
従
さ
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
共
通
意
思
は
支
配
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
国
家
を
集
合
的
人
格
（Kollektivperson

）
と
説
明
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の

集
合
体
は
支
配
権
力
が
取
扱
い
得
る
外
的
対
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
と
あ
ら
ゆ
る
公
権
は
、
専
ら
官
憲
へ
と
移
さ
れ
る

（AS:  146 -147

〔
一
一
五
〕）。

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
理
論
は
、
一
体
と
な
っ
た
国
民
が
契
約
主
体
で
は
な
い
支
配
者
に
服
従
す
る
と
い
う
構
造
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を
有
す
る
。
そ
れ
は
絶
対
権
力
を
正
当
化
す
る
学
説
に
他
な
ら
な
い
（AS:  209 -210

〔
一
六
三
〕）。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
理
論
を
叙
述
す
る
際
の
強
調
点
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
理
由
は
、
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
国
家
法

人
説
を
採
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
理
論
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
理

解
し
得
る
。
そ
も
そ
も
『
公
権
の
体
系
』
の
目
的
の
一
つ
は
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
公
権
（öffentliche Rechte

）
の
存
在
を
理
論
的
に

裏
付
け
る
こ
と
に
あ
り
（SsöR:  5 -6

）、
国
家
法
人
説
も
ま
た
、
国
家
と
個
人
が
相
互
的
な
権
利
義
務
の
担
い
手
と
し
て
対
峙
す
る
構
造

を
理
論
化
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。「
国
家
が
権
利
を
有
し
得
る
の
は
、
国
家
に
諸
人
格
が
対
峙
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

事
実
上
の
支
配
関
係
が
法
的
な
支
配
関
係
に
な
る
の
は
、
治
者
と
被
治
者
と
い
う
両
分
肢
（G

lieder

）
が
相
互
的
な
権
利
義
務
の
担
い
手

と
し
て
承
認
し
合
う
場
合
に
限
ら
れ
る
」（SsöR:  10

）。
こ
こ
か
ら
分
か
る
通
り
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
国
家
が
公
権
を
独
占
す

る
よ
う
な
理
論
構
成
は
、
国
家
法
人
説
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
権
者
の
権
利
だ
け
が
あ
り
、
臣
民
は
義
務
を
有
す
る
だ
け
の
存

在
な
ら
ば
、
事
実
上
の
支
配
関
係
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
か
く
し
て
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
論
述
の
中
で
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
公
権
を
認
め
な
い
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
は
、
何
と
ボ
シ
ュ
エ
、
ハ

ラ
ー
、
ザ
イ
デ
ル
、
ボ
ル
ン
ハ
ッ
ク
の
理
論
と
並
列
さ
れ
、
克
服
す
べ
き
誤
っ
た
理
論
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（AS:  146 -147

〔
一
一
五
―
一
一
六
〕）。
こ
う
し
た
記
述
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
理
論
枠
組
に
沿
っ
た
思
想
解
釈
で
あ
り
、
現
代
の
目
か
ら
す
れ
ば
一
面
的

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
国
家
法
人
説
を
採
用
す
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

㈢
　
機
関
と
代
理

　
次
に
国
家
法
人
説
を
前
提
に
展
開
さ
れ
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
機
関
説
を
検
討
し
よ
う
。
国
家
の
意
思
と
い
え
ど
も
人
間
の
意
思
に
他
な

ら
ず
、「
国
家
的
意
思
形
成
は
、
事
実
的
あ
る
い
は
法
的
に
、
国
家
機
関
と
し
て
の
特
性
を
有
す
る
特
定
の
人
間
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ

る
」（SsöR:  136

）。
こ
こ
か
ら
分
か
る
通
り
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
お
い
て
、
国
家
の
意
思
を
表
明
す
る
機
関
は
事
実
の
次
元
に
お
い
て
も
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存
在
す
る
。
し
か
し
、
自
ら
が
生
み
出
し
た
法
秩
序
に
服
す
る
国
家
（
法
学
的
国
家
概
念
）
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
法
秩
序
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
。「
事
実
上
の
意
思
機
関
は
法
秩
序
に
よ
っ
て
の
み
、
法
的
な
機
関
に
高
め
ら
れ
る
」（SsöR:  30

）
の

で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
機
関
の
意
思
が
国
家
意
思
に
な
る
の
か
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク

に
と
っ
て
団
体
の
機
関
と
は
、「
団
体
の
意
思
の
道
具
」（AS:  540

〔
四
三
八
〕）
で
あ
り
、
有
機
体
論
的
な
議
論
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
国
家
そ
れ
自
体
と
は
異
な
り
、
国
家
機
関
に
は
独
自
の
法
人
格
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ェ
リ

ネ
ッ
ク
は
こ
れ
を
、
機
関
関
係
と
代
理
関
係
の
相
違
と
い
う
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

意
思
機
関
は
、
例
え
ば
意
思
無
能
力
者
が
意
思
能
力
者
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
同
体
を
代
理
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ま
さ

し
く
構
成
員
の
能
力
（Fähigkeiten
）
が
全
体
の
能
力
で
あ
る
よ
う
に
、
意
思
機
関
は
意
思
す
る
共
同
体
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。
被
代
理
人

（Vertretener

）
と
代
理
人
（Vertreter
）
は
、
常
に
二
つ
の
分
離
さ
れ
た
人
格
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
格
的
単
一
体
（Personeneinheit

）

と
機
関
は
、
互
い
に
対
し
て
自
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
機
関
は
ま
さ
し
く
単
一
体
の
統
合
的
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
代
理
人
の
背
後
に

は
他
人
が
い
る
が
、
機
関
の
背
後
に
は
何
も
存
在
し
な
い
（SsöR:  30

）。

機
関
そ
れ
自
体
は
国
家
に
対
し
て
い
か
な
る
人
格
も
持
た
な
い
。
何
ら
か
の
法
的
な
相
互
関
係
に
立
つ
国
家
人
格
と
機
関
人
格
と
い
う
二
つ
の
人
格
は

存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
国
家
と
機
関
は
一
体
で
あ
る
。
国
家
は
そ
の
機
関
に
よ
っ
て
（verm

ittelst

）
の
み
存
在
し
得
る
。
そ
の
機
関
を
度
外
視
す
れ

ば
、
例
え
ば
機
関
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
が
残
る
の
で
は
な
く
、
法
的
な
無
（juristisches N

ichts

）
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
機
関
関

係
（O
rganverhältnis

）
は
、
い
か
な
る
種
類
の
代
理
（Stellvertretung
）
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
被
代
理
人
と
代
理
人
は
常
に
二
個
の
人
格
で
あ

り
、
そ
う
あ
り
続
け
る
が
、
団
体
と
機
関
は
常
に
唯
一
の
人
格
で
あ
り
、
そ
う
あ
り
続
け
る
（AS:  560

〔
四
五
〇
〕）。

『
公
権
の
体
系
』
お
よ
び
『
一
般
国
家
学
』
両
方
の
記
述
か
ら
分
か
る
通
り
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
国
家
と
機
関
は
常
に
一
体
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の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
学
的
国
家
概
念
に
お
い
て
は
、
機
関
な
し
で
は
国
家
を
観
念
で
き
な
い
理
論
構
成
が
採

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
構
成
は
、「
機
関
の
背
後
に
は
何
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
命
題
と
共
に
、
多
く
の
理
論
家

が
攻
撃
す
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
機
関
説
そ
れ
自
体
は
、
ラ
ー
バ
ン
ト
を
代
表
と
す
る
従
来
の
国
家
法
人
説
に
お
い
て
大
い
に
論
じ
ら
れ
た
主
題
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
機
関
説
の
独
自
性
は
、
様
々
な
機
関
を
区
別
し
て
体
系
化
す
る
と
共
に
、
機
関
概
念
が
適
用
さ
れ
る
対

象
の
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
）
15
（
る
。
そ
の
中
で
も
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
国
民
（Volk

）
が
機
関
に
含
め
ら
れ
た
こ
と

で
あ
っ
）
16
（

た
。
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
ゲ
ル
バ
ー
お
よ
び
ラ
ー
バ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
国
家
の
意
思
形
成

へ
の
参
与
」
と
い
う
点
か
ら
機
関
が
定
義
さ
れ
て
き
た
た
め
、
君
主
や
議
会
の
み
が
国
家
機
関
と
し
て
の
性
質
を
付
与
さ
れ
、
国
民
に
は

機
関
た
る
資
格
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
）
17
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
議
会
と
国
民
の
関
係
を
法
学
的
に
主
題
化
す
べ
く
、
国
民

に
機
関
と
し
て
の
資
格
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。

　
国
民
に
よ
る
議
員
の
選
出
行
為
が
国
家
機
関
と
し
て
の
活
動
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
『
公
権
の
体
系
』
に
お
い
て
も
明
確
に

述
べ
ら
れ
て
い
た
（SsöR:  30

）。
こ
れ
に
加
え
て
『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
は
、「
創
出
機
関
（Kreationsorgan

）」
と
「
被
創
出
機
関

（kreierte O
rgane

）」
と
い
う
対
概
念
が
導
入
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
機
関
を
創
り
出
す
者
に
機
関
た
る
資
格
を
付
与
す
る
概
念
装
置
で
あ
り
、

そ
う
し
た
創
出
行
為
（Kreationsakt

）
は
「
国
家
秩
序
の
実
質
的
基
礎
の
一
部
」
と
見
做
さ
れ
る
（AS:  545

〔
四
四
二
〕）。
そ
れ
ゆ
え
議

会
は
「
被
創
出
機
関
」、
国
民
は
「
創
出
機
関
」
で
あ
る
。

　
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
議
会
と
国
民
と
い
う
二
つ
の
国
家
機
関
の
関
係
を
「
代
表
（Repräsentation

）」
の
概
念
を
用
い

て
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
創
出
機
関
と
し
て
の
国
民
に
対
し
て
、「
厳
密
に
創
出
行
為
だ
け
に
限
ら
れ
る
」（AS:  546

〔
四
四

三
〕）
に
と
ど
ま
ら
な
い
役
割
を
付
与
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
節
を
改
め
て
論
じ
よ
う
。
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㈣
　
機
関
説
に
お
け
る
代
表

　「
代
表
」
概
念
は
、
議
会
と
国
民
の
関
係
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
公
権
の
体
系
』
に
お
い
て
は
、
君
主
と
摂

政
（Regent
）
の
関
係
が
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
摂
政
は
憲
法
上
、
君
主
の
代
表
者
で
あ
り
、「
何
ら
か
の
理
由
か
ら

意
思
能
力
を
有
し
な
い
君
主
を
代
表
す
る
。
摂
政
の
意
思
は
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
上
、
法
的
制
約
の
内
部
で
は
、
君
主
の
意
思
と
見
做
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（SsöR:  154

）。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
君
主
と
摂
政
の
代
表
関
係
が
あ
く
ま
で
機
関
関
係
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

す
で
に
論
じ
た
代
理
概
念
か
ら
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
代
表
（Repräsentation

）
は
そ
れ
自
体
と
し
て
機
関
関
係
（organschaftliches 

Verhältnis

）
で
あ
っ
て
、
代
理
（Stellvertretung

）
で
は
な
い
。
代
理
さ
れ
る
の
は
、
常
に
あ
る
主
体
が
他
の
主
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
代
表
者
の
意
思
は
、
被
代
表
者
の
意
思
そ
の
も
の
で
あ
る
」（SsöR:  153 -154

）
と
。

　
こ
う
し
た
代
表
概
念
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
と
国
民
の
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
国
民
代
表
（Volksrepräsentation

）
の

根
底
に
存
す
る
の
は
、
単
一
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た
国
民
は
そ
の
意
思
を
議
会
の
意
思
に
お
い
て
の
み
有
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ

う
し
た
代
表
さ
れ
た
国
民
は
、
代
表
な
し
に
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
意
思
も
持
た
な
い
」（SsöR:  154

）。

　
こ
う
し
た
代
表
概
念
を
機
関
説
の
中
に
取
り
込
む
た
め
に
、『
一
般
国
家
学
』
で
は
機
関
の
新
た
な
分
類
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、

「
第
一
次
的
機
関
（prim
äre O

rgane

）」
と
「
第
二
次
的
機
関
（sekundäre O

rgane

）」
の
区
別
で
あ
る
。

第
二
次
的
機
関
は
、
第
一
次
的
機
関
と
そ
れ
自
体
機
関
の
関
係
に
立
つ
よ
う
な
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
次
的
機
関
が
第
一
次
的
機
関
を
直

接
に
代
表
す
る
。
こ
の
場
合
、
代
表
さ
れ
る
第
一
次
的
機
関
は
、
第
二
次
的
機
関
を
通
じ
て
以
外
に
、
い
か
な
る
意
思
も
表
明
し
得
ず
、
第
二
次
的
機

関
の
意
思
は
直
接
的
に
第
一
次
的
機
関
の
意
思
と
見
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（AS:  546

〔
四
四
三
〕）。



法学政治学論究　第107号（2015.12）

78

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
第
一
次
的
機
関
」
た
る
国
民
の
意
思
と
「
第
二
次
的
機
関
」
た
る
議
会
の
意
思
が
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
議
会
の
意
思
を
国
民
の
意
思
と
す
る
法
的
構
成
の
意
味
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が

『
一
般
国
家
学
』
第
一
七
章
「
代
表
と
代
表
機
関
」
で
、
二
つ
の
議
論
に
対
抗
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
代
表
制

そ
れ
自
体
を
「
欺
瞞
」
な
い
し
「
擬
制
」
と
し
て
攻
撃
し
た
ル
ソ
ー
の
議
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
議
会
と
国
民
の
間
に
法
的
関
係
を

認
め
な
い
ド
イ
ツ
国
法
学
の
「
通
説
」
で
あ
る
。

　
ま
ず
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
ル
ソ
ー
の
代
表
制
批
判
を
「
法
学
的
観
点
と
心
理
学
的
観
点
と
を
取
り
違
え
て
い
た
」
と
批
判
し
、
代
表
概

念
を
法
学
的
概
念
と
し
て
純
化
さ
せ
る
必
要
性
を
説
く
（AS:  566 -567

〔
四
五
九
―
四
六
〇
〕）。
心
理
学
的
観
点
か
ら
「
意
思
が
代
表
さ
れ

な
い
」
こ
と
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
法
学
の
世
界
で
代
表
概
念
の
使
用
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
の
言
い
分
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
国
民
代
表
は
い
か
な
る
法
的
性
質
を
有
す
る
の
か
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
国
民
代
表
に
関
す
る
二
つ
の
あ
り
得
る
法
学
的
見

解
を
挙
げ
る
。
第
一
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
民
は
代
表
者
に
権
限
を
委
任
す
る
が
、「
委
任
さ
れ
た
権
利
の
実
質
（Substanz

）
は
国
民
に

残
さ
れ
て
お
り
、
権
利
の
行
使
（Ausübung

）
だ
け
が
代
表
者
に
属
す
る
」（AS:  580

〔
四
六
七
〕）。
し
か
し
こ
う
し
た
見
解
は
、「
訓
令

の
禁
止
」
と
も
「
選
挙
人
に
対
す
る
被
選
挙
人
の
一
切
の
責
任
の
免
除
」
と
も
結
び
付
か
ず
、
今
日
で
は
も
は
や
支
持
さ
れ
て
い
な
い

（AS:  580 -581

〔
四
六
七
〕）。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
国
民
と
議
会
の
間
に
法
的
紐
帯
（rechtliches Band

）
は
存
在

し
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
創
出
さ
れ
る
者
は
権
利
と
義
務
を
専
ら
憲
法
か
ら
得
る
」（AS:  581

〔
四
六
七
〕）。
こ
の
、「
通
説
」
で
あ
る
第

二
の
見
解
（
そ
の
主
張
者
と
し
て
注
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
ー
バ
ン
ト
、
ザ
イ
デ
ル
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
で
あ
る
）
を
部
分
的
に
修
正
す
る
こ
と

で
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
自
説
を
提
示
す
る
。

　
修
正
の
要
点
と
な
る
の
は
、
選
挙
権
の
民
主
化
と
い
っ
た
近
年
の
発
展
に
よ
り
、
選
挙
人
が
「
被
選
挙
人
を
通
じ
て
国
家
に
影
響
力
を
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及
ぼ
し
得
る
」（AS:  582

〔
四
六
八
〕）
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
明
の
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
被
選
挙
人
を

効
果
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
「
公
論
」
や
、
政
府
が
保
持
す
る
議
会
解
散
権
な
ど
、「
国
民
代
表
の
性
格
を
国
民
の
意
思
機
関

と
し
て
保
持
す
る
た
め
の
手
段
」（AS:  586

〔
四
七
〇
〕）
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
今
日
で
は
、
通
説
が
無
視
し
て
い
る
よ
う

な
「
被
選
挙
人
の
選
挙
人
へ
の
継
続
的
で
恒
常
的
な
政
治
的
依
存
」（AS:  585

〔
四
七
〇
〕）
が
生
じ
て
お
り
、
選
挙
人
と
被
選
挙
人
の
間

に
「
法
的
紐
帯
」
が
想
定
し
得
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
こ
れ
を
根
拠
に
、
議
会
と
国
民
の
関
係
を
代
表
概
念
を
用
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
、

通
説
に
反
し
て
正
当
で
あ
る
と
し
、
ル
ソ
ー
的
な
批
判
に
も
反
論
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
代
表
概
念
の
根
幹
に
存
す
る

の
は
、
命
令
委
任
の
禁
止
と
被
選
挙
人
が
選
挙
人
に
対
し
て
有
す
る
政
治
的
な
依
存
性
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
政
治
的
依
存
性
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
国
民
の
意
思
と
議
会
の
意
思
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
最
晩
年
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
自
ら
の
代
表
理
論
を
脅
か
し
か
ね
な
い
歴
史
的
発
展
に
直
面
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、『
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
議
会
の
凋
落
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

議
会
主
義
が
進
展
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
そ
の
欠
陥
が
露
わ
に
な
り
、
国
民
の
生
の
多
様
性
を
汲
み
尽
く
し
得
な
い
代
表
制
度
は
、
議
会

の
外
に
あ
る
国
民
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

選
挙
に
よ
っ
て
（
…
）
国
民
が
、
現
実
に
対
応
す
る
よ
う
な
自
身
の
全
存
在
の
表
現
（D

arstellung

）
を
、
何
ら
か
の
代
表
を
通
じ
て
決
し
て
獲
得
し

得
な
い
場
合
に
は
、
代
表
に
よ
っ
て
憲
法
適
合
的
に
形
成
さ
れ
る
法
的
な
国
民
意
思
と
、
そ
の
幾
千
倍
も
の
国
民
集
団
の
意
思
と
の
間
に
、
相
違
が
存

在
す
る
こ
と
は
常
に
不
可
避
で
あ
っ
て
、
国
民
集
団
の
内
の
大
多
数
は
、
い
か
な
る
選
挙
制
度
に
従
っ
て
も
代
表
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
ま
さ
に
支
配
的
な
選
挙
制
度
が
し
ば
し
ば
非
常
に
徹
底
的
に
敵
視
さ
れ
な
い
国
家
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
）
18
（

る
。

　
も
ち
ろ
ん
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、『
一
般
国
家
学
』
に
お
け
る
記
述
を
踏
襲
し
、
代
表
概
念
は
あ
く
ま
で
も
政
治
的
概
念
で
は
な
く
法
的
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概
念
で
あ
り
、「
少
数
者
の
意
思
は
全
体
の
意
思
と
見
做
さ
れ
）
19
（
る
」
と
語
る
。
だ
が
『
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
』
に
お
い
て
問
題
と
な
る

の
は
、
こ
の
概
念
が
擬
制
的
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
「
法
的
に
は
意
思

能
力
を
持
た
な
い
国
）
20
（
民
」
は
、
プ
レ
ス
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
様
々
な
結
社
や
集
会
を
通
じ
て
、
政
府
に
対
し
て
自
ら
の
影
響
力
を
及
ぼ

そ
う
と
企
て
る
。
か
く
し
て
、「
議
会
を
越
え
て
（
…
）
政
府
と
国
民
が
直
接
的
に
相
対
時
し
始
め
て
い
る
と
い
う
事
）
21
（
実
」
は
否
定
し
得

な
い
。
こ
う
し
た
、
民
主
主
義
の
進
展
に
不
可
避
的
に
付
随
す
る
、
い
わ
ば
国
家
機
関
を
超
え
る
「
国
民
」
の
問
題
を
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク

は
体
系
的
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
そ
れ
自
体
は
、
よ
り
先
鋭
化
さ
れ
た
形
で
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期

の
理
論
家
た
ち
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
機
関
と
国
民

―
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
㈠

　
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
主
著
『
憲
法
理
）
22
（

論
』
に
お
い
て
、
第
二
帝
政
期
国
法
学
の
「
通
説
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

国
家
学
に
お
い
て
、
君
主
も
ま
た
一
つ
の
国
家
「
機
関
」
に
過
ぎ
ず
、
君
主
で
も
国
民
で
も
な
く
（
…
）
国
家
が
主
権
的
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
の
は
、

（
…
）
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
と
政
治
的
単
一
体
の
決
定
的
な
代
表
者

0

0

0

に
関
す
る
問
題
を
回
避
（
…
）
す
る
自
由
主
義
的
方
法
に
、
完
全
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
（V

L:  56

〔
七
〇
〕）。

こ
の
一
節
は
、
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
理
論
と
実
務
の
乖
離
を
指
摘
す
る
箇
所
に
お
け
る
言
明
で
あ
）
23
（

る
。
批
判
対
象
は
、
具
体
的
に
明
示

さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
ラ
ー
バ
ン
ト
、
ギ
ー
ル
ケ
や
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
全
体
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
得
る
。
本
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稿
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
一
節
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
機
関
説
を
批
判
す
る
際
の
問
題
意
識
が
比
較
的
明
瞭
に
見
て
取
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
機
関
説
こ
そ
が
「
憲
法
制
定
権
力
」
お
よ
び
「
代
表
」
の
問
題
の
十
分
な
解
明
を
妨
げ
る
原
因
と
な
っ
た
、

と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
を
辿
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
も
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
論
点
に
沿
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
下
、
本
章
で
は
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
た
る
「
国
民
」
並
び
に
そ
の
上
位
概
念
で
あ
る
「
形
式
化

さ
れ
ざ
る
国
民
」
の
問
題
を
、
次
章
で
は
、「
代
表
」
の
問
題
を
、
検
討
し
よ
う
。

㈠
　
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
と
し
て
の
国
民

　
一
九
二
一
年
の
作
品
『
独
）
24
（

裁
』
の
中
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
描
き
出
し
た
の
は
、
委
任
的
性
格
を
必
ず
有
す
る
は
ず
の
「
独
裁
」
概
念
か
ら
、

そ
う
し
た
性
格
を
失
わ
な
い
ま
ま
「
主
権
的
」
と
称
さ
れ
得
る
概
念
（「
主
権
独
裁
」）
が
生
じ
て
く
る
思
想
史
的
過
程
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

委
任
を
受
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
独
裁
者
が
、
同
時
に
主
権
的
で
あ
り
得
る
の
か
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
新
憲
法
制
定
時
に
登
場

す
る
、「
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir constituant
）
の
名
に
お
い
て
行
為
す
る
代
表
者
（Repräsentanten

）」（D
:  141

〔
一
六
五
〕）
と
い
う

発
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
代
表
者
は
、
一
方
で
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
「
実
質
」
を
保
持
し
続
け
る
国
民
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
行
使
」
を

委
任
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
以
上
、「
形
式
的
に
は
無
条
件
に
従
属
的
な
コ
ミ
サ
ー
ル
」（D

:  141

〔
一
六
五
〕）
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、

こ
う
し
た
国
民
の
意
思
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
委
任
は
内
容
的
に
限
定
し
得
な
い
」（D

:  141

〔
一
六
五
〕）。
か
く
し
て
、
こ
う
し

た
代
表
者
は
い
か
な
る
全
権
を
も
持
ち
得
る
の
で
あ
っ
て
、
委
任
を
受
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
主
権
的
」
で
あ
り
得

る
。

　
こ
こ
に
登
場
す
る
、
シ
ィ
エ
ス
の
名
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
る
「
憲
法
制
定
権
力
」
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
注
意
を
喚
起
す
る
。
曰
く
、

こ
の
「
組
織
化
さ
れ
得
ず
し
て
組
織
化
す
る
も
の
（das unorganisierbar O

rganisierende

）」（D
:  139

〔
一
六
二
〕）、「
絶
え
ず
新
た
な
諸
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機
関
を
制
定
す
る
」「
あ
ら
ゆ
る
国
家
的
な
も
の
の
根
源
力
（U

rkraft

）」（D
:  139

〔
一
六
二
〕）
は
、「
合
理
主
義
」
で
は
把
握
で
き
な
い

「
客
観
的
に
不
分
明
な
も
の
（objektiv U

nklares

）」（D
:  140

〔
一
六
四
〕）
と
し
て
、
国
家
の
生
の
中
心
に
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ

き
は
、
こ
う
し
た
理
論
が
、「
多
く
論
じ
ら
れ
る
有
名
な
見
解
」（D

:  139

〔
一
六
一
〕）
で
あ
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
機
関
説
と
対
比
す
る
形

で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

単
一
体
た
る
国
家
は
諸
機
関
を
通
じ
て
行
為
し
、
国
家
意
思
は
お
よ
そ
諸
機
関
の
活
動
を
通
じ
て
代
表
さ
れ
る
の
で
は
な
く
初
め
て
発
生
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
機
関
活
動
の
外
部
に
は
お
よ
そ
い
か
な
る
国
家
意
思
も
存
在
し
な
い
、
と
す
る
国
家
理
論
を
、
こ
う
し
た
憲
法
制
定
権
力
論
は
、

国
民
そ
れ
自
体
を
再
び
国
家
機
関
と
す
る

―
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
制
定
の
問
題
は
憲
法
制
定
機
関
の
組
織
の
問
題
と
な
る

―
試
み
と
解
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
Ｇ
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
構
成
に
お
い
て
、
国
家
は
あ
ら
ゆ
る
機
関
作
用
（O

rganfunktionen

）
の
総
体
で
あ
る
が
、
国
家
は
「
そ
れ
自
体

と
し
て
そ
の
諸
作
用
の
総
体
の
主
体
と
し
て
現
」
れ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
権
限
を
付
与
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
権
限
を
制
約
さ
れ
た
機
関
と
し
て
の

み
現
れ
る
の
で
あ
り
、「
国
家
そ
の
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、
常
に
「
特
定
の
権
限
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
国
家
と
し
て
」
現
れ
る
の
で
あ
る
。

（
…
）
国
家
的
実
体
（
…
）
は
、
機
関
と
い
う
媒
体
（M

edium

）
を
通
じ
て
の
み
「
現
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
ゆ
え
に
常
に
制
約
さ
れ
た
力
と
し
て

現
れ
る
。（
…
）
こ
う
し
た
理
論
を
そ
の
鋭
い
帰
結
へ
と
も
た
ら
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論

は
、
国
家
が
機
関
活
動
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
国
家
を
単
一
体
の
担
い
手
と
見
做
す
が
、
し
か
し
こ
の
担
い
手
は
、
何
も
担

う
こ
と
が
で
き
ず
、
国
家
が
担
う
〔
は
ず
の
〕
諸
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
。（
…
）「
諸
機
関
の
背
後
に
は
他
の
人
格
は
存
在

せ
ず
、
諸
機
関
が
意
思
す
る
国
家
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
」（D

:  138 -139

〔
一
六
〇
―
一
六
一
〕）。

ま
ず
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
機
関
説
の
内
部
で
は
憲
法
制
定
権
力
の
問
題
が
位
置
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
家
意
思
が
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
権
限
を
付
与
さ
れ
た
諸
機
関
に
よ
っ
て
の
み
表
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
諸
機
関
の
背
後
に
あ
る
と
想
定
さ

れ
る
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力
の
担
い
手
た
る
国
民
は
、
そ
も
そ
も
理
論
化
さ
れ
得
な
い
。
国
民
は
一
つ
の
国
家
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
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れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
国
家
が
複
数
の
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
場
合
、
国
家
の
単
一
性
を
保
証
す
る
も
の
は
何
か
。

こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
危
惧
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
機
関
説
が
理
論
的
に
国
家
の
単
一
性
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
論
点
で
あ
）
25
（
る
。

　
も
ち
ろ
ん
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
自
身
は
国
家
の
単
一
性
の
論
証
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
を
単
一

体
た
ら
し
め
る
単
一
の
「
目
的
」
の
重
視
は
、
そ
う
し
た
論
証
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
体
系
か
ら

機
関
説
だ
け
を
取
り
出
し
て
批
判
す
る
。
こ
こ
に
は
、
国
家
機
関
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
国
家
の
主
体
と
し
て
の
「
国
民
」
そ
れ
自
体
の
中

に
、
国
家
の
単
一
性
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
る
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
問
題
意
識
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
独
裁
』
で
展
開
さ
れ
た
以
上
の
議
論
は
、
憲
法
制
定
権
力
説
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
『
憲
法
理
論
』
に
継
承
さ
れ
る
。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
、「
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
」
と
い
う
民
主
主
義
的
発
想
の
適
用
対
象
が
、
国
家
一
般
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
意
思
は
「
全
て
の
国
制
（staatliche Verfassung

）
の
決
定
的
基
礎
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が

常
に
可
能
で
あ
る
」（V

L:  95

〔
一
二
三
〕）。
そ
れ
ゆ
え
、
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
を
承
認
し
な
か
っ
た
は
ず
の
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
に
関
し

て
も
、
民
主
主
義
的
な
基
礎
が
、
擬
制
に
よ
る
こ
と
な
く
事
後
的
に
理
論
構
成
さ
れ
得
る
（V

L:  95 -96

〔
一
二
三
〕）。
こ
う
し
た
見
解
の

背
景
に
あ
る
の
は
、
国
家
が
国
家
た
り
得
る
た
め
に
は
、
国
民
の
政
治
的
な
意
思
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
発
想
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
に
と
っ
て
、
国
民
は
「
政
治
的
単
一
体
の
主
体
」（V

L:  215
〔
二
六
七
〕）
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
憲
法
に
先
立
ち

0

0

0

憲
法
を
超
え
る

0

0

0

国
民
」
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
形
式
化
さ
れ
ざ
る

0

0

0

0

0

0

0

、
非
憲
法
律
上
の
勢
力
と
し
て
の
国
民

（Volk als nicht-form
ierte, nicht-verfassungsgesetzliche G

röße

）」
の
一
つ
に
数
え
る
（V

L:  251

〔
三
一
〇
〕）。
だ
が
民
主
主
義
は
、
こ
れ

に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
多
く
の
「
形
式
化
さ
れ
ざ
る
国
民
」
を
生
み
出
す
。
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㈡
　
形
式
化
さ
れ
ざ
る
国
民

　『
憲
法
理
論
』
に
は
、
三
種
の
「
形
式
化
さ
れ
ざ
る
国
民
」
が
登
場
す
る
。
第
一
に
「
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
と
し
て
の
国
民
」、
第
二

に
「
統
治
し
な
い
、
ま
た
は
官
庁
で
は
な
い
者
と
し
て
の
国
民
」、
第
三
に
、「
公
論
の
担
い
手
お
よ
び
喝
采
の
主
体
と
し
て
の
国
民
」
で

あ
る
（V

L:  251
〔
三
一
〇
〕）。
本
節
で
は
、
第
二
と
第
三
の
「
国
民
」
概
念
が
導
入
さ
れ
た
意
味
を
検
討
し
よ
う
。

　
第
二
の
国
民
が
問
題
と
な
る
の
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
七
三
条
三
項
が
「
国
民
請
願
（Volksbegehren

）」
と
い
う
直
接
民
主
制
的

制
度
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
制
度
の
趣
旨
を
、
本
来
「
為
政
者
の
活
動
領
域
に
属
す
る
」
発
案
権
を
、

為
政
者
と
は
区
別
さ
れ
た
「
国
民
」
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
（V

L:  241

〔
二
九
八
〕）。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、「
組
織
さ
れ

て
い
な
い
民
衆
が
請
願
を
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
」（V

L:  242

〔
二
九
八
〕）
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
国
民
は
、
憲
法
律
上
の
存

在
で
は
な
く
、「
形
式
化
さ
れ
ざ
る
国
民
」
と
見
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
根
拠
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
確
固
と
し
た
組
織
を

備
え
た
政
党
を
中
心
に
国
民
発
案
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
制
度
本
来
の
趣
旨
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
と
考
え
る
（V

L:  242

〔
二
九
八
〕）。

　
公
論
の
担
い
手
で
あ
る
第
三
の
国
民
は
、「
憲
法
律
的
規
律
と
並
存
す
る

0

0

0

0

国
民
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
公

論
」
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
れ
が
、
民
主
主
義
が
備
え
る
べ
き
「
公
共
性
（Ö

ffentlichkeit

）」
と
い
う
性
格
と
関
連
し
、「
秘
密
個
人
投

票
」
を
相
対
化
す
る
契
機
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
あ
た
か
も
喝
采
の
な
い
国
家
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
公
論
の
な
い
民
主
制

も
国
家
も
な
い
」（V

L:  247

〔
三
〇
四
〕）。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
「
あ
る
意
味
で
無
統
制
な
」（V

L:  247

〔
三
〇
四
〕）
公

論
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
国
家
と
い
う
公
的
な
生
に
お
い
て
「
公
論
」
が
果
た
す
べ
き
役
割

の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
我
々
は
す
で
に
、
晩
年
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
論
に
、
議
会
主
義
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
「
公
論
」
が
登
場
し

て
い
る
の
を
確
認
し
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
は
こ
う
し
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
論
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
選
挙
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る

国
民
意
思
に
と
ど
ま
ら
な
い
、「
公
論
」
と
し
て
の
国
民
意
思
を
積
極
的
な
形
で
主
題
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
。
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か
く
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
様
々
な
「
国
民
」
概
念
を
導
入
し
、
民
主
主
義
に
お
い
て
は
国
民
が
「
国
家
機
関
」
に
と
ど
ま
り
得
な
い
存

在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
さ
に
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
国
民
は
官
庁
や
単
な
る
国
家
「
機
関
」
と
は
な
り
得
な
い
。
国
民
は
常
に
、
職
務
を
処
理
す
る
べ
く
権
限
に
即
し
た

形
で
作
用
す
る
地
位
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
憲
法
律
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
活
動
の
場
合
（
国
民
選
挙
と
国
民
投
票
）
と
並
ん
で
、
本
質
的
に
、
組
織

さ
れ
ず
形
式
化
さ
れ
ざ
る
勢
力
（nichtorganisierte und nichtform

ierte G
röße

）
で
あ
り
続
け
る
（V

L:  242

〔
二
九
九
〕）。

民
主
主
義
は
、
こ
う
し
た
様
々
な
「
形
式
化
さ
れ
ざ
る
国
民
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
す
る
。
憲
法
に
先
立
ち
、
憲
法
の
内
部
で
、
あ
る

い
は
憲
法
と
並
び
、
こ
う
し
た
国
民
は
単
な
る
「
国
家
機
関
」
を
超
え
て
活
動
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、「
国
民
」
の

問
題
を
機
関
説
の
内
部
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
の
限
界
を
露
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
う
し
た
議
論
は
民
主
主
義
の
立
場
か
ら
の
機
関
説
批
判
と
言
え
る
。
こ
の
種
の
批
判
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

当
時
ド
イ
ツ
内
外
で
展
開
さ
れ
た
議
論
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
機
関
説
を
批
判
す
る
見
解

と
し
て
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
や
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
と
い
っ
た
独
仏
の
公
法
学
者
の
著
作
を
参
照
指
示
し
て
い
る
。

　
ヘ
ラ
ー
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
独
裁
』
に
お
け
る
機
関
説
批
判
の
影
響
を
受
け
、『
主
権
論
』
に
お
い
て
、
徹
底
し
た
民
主
主
義
の
立
場

か
ら
、「
主
権
の
主
体
と
し
て
の
国
民
」
を
根
拠
付
け
よ
う
と
試
み
た
。
そ
こ
で
は
、「
機
関
の
背
後
に
は
何
も
存
在
し
な
い
」
と
す
る
機

関
説
自
体
が
、
背
後
に
存
在
す
べ
き
国
民
の
「
一
般
意
思
」
を
無
視
す
る
、
君
主
主
義
の
国
家
理
論
と
し
て
攻
撃
さ
れ
）
26
（
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ヘ
ラ
ー
が
「
民
主
主
義
的
観
念
」
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、「
一
般
意
思
」
に
拘
束
さ
れ
た
「
政
務
官
的
代
表
者
（m

agistratische 

Repräsentan

）
27
（ten

）」
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ー
曰
く
、
大
統
領
・
議
会
・
政
府
を
含
め
た
「
あ
ら
ゆ
る
政
務
官
的
代
表
の
行
使
は

（
…
）、
自
立
的
な
決
定
に
お
い
て
も
、
継
続
的
に
国
民
に
従
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
）
28
（

い
」。
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隣
国
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
す
で
に
一
九
〇
六
年
の
時
点
で
、
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
が
機
関
説
を
批
判
し
て
い
た
。『
現
代
共
和
制
に
お
け
る
執

行
権
の
役
割
』
に
お
い
て
機
関
説
は
、「
帝
国
あ
る
い
は
個
別
諸
国
家
の
憲
法
の
事
実
的
状
態
を
正
当
化
し
、
選
出
さ
れ
た
議
会
を
、
世

襲
の
議
会
と
、
あ
る
状
況
下
で
は
君
主
に
従
属
し
た
議
会
と
同
一
の
次
元
に
置
く
た
め
に
構
築
」
さ
れ
た
、「
純
粋
に
ド
イ
ツ
的
」
な

「
君
主
制
精
神
（esprit m

onarchique

）・
反
民
主
主
義
的
霊
感
（inspiration antidém

ocratique

）
の
所
産
」
で
あ
り
、
代
表
理
論
と
は
異

な
り
、
共
和
制
フ
ラ
ン
ス
に
は
有
害
な
理
論
と
し
て
、
切
り
捨
て
ら
れ
）
29
（

る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
機
関
説
批
判
は
、
国
民
を
機
関
に
含
め
、
議
会
と
国
民
の
間
に
代
表
関
係
を
設
定
し
よ
う
と
試
み
た
イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
の
努
力
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
少
な
か
ら
ず
単
純
化
さ
れ
た
批
判
と
見
做
さ
れ
よ
う
。
だ
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
ヘ
ラ
ー
と

バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
両
者
が
、
代
表
理
論
に
よ
っ
て
、
機
関
説
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、

同
じ
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
独
自
の
「
代
表
」
概
念
に
立
脚
し
て
機
関
説
を
批
判
し
た
。
だ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
の
方
向
性
は
、
民
主
主

義
を
志
向
す
る
代
表
理
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四
　
機
関
と
代
表

―
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
㈡

㈠
　「
上
か
ら
の
」
代
表

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
思
想
の
中
核
を
な
す
独
特
の
「
代
表
」
概
念
お
よ
び
、
そ
れ
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
『
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
と
政
治
形
）
30
（
式
』
の
重
要
性
は
、
す
で
に
良
く
知
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
）
31
（
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
む
し
ろ
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
の
作
品
の
中
で
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
代
表
理
論
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
代
表
に
対
す
る
理
解
の
欠
如
を
嘆
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
一
九
世
紀
を
通
じ
て
の
国
民
代
表
と
君
主
制
と
の
闘
争
の
中
で
、
法
学
は
代
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表
の
意
味
と
そ
の
特
殊
な
概
念
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
」（RKpF:  35

〔
一
四
一
〕）
と
断
じ
た
上
で
、「
ド
イ
ツ
国
家
学
は
奇
怪

（m
onströs

）
で
あ
る
と
同
時
に
錯
綜
（verzw

ickt

）
し
た
、
一
つ
の
学
者
風
の
神
話
（G

elehrtenm
ythologie

）
を
作
り
上
げ
た
」

（RKpF:  36
〔
一
四
一
〕）
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
学
者
風
の
神
話
」
の
例
と
し
て
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
読
者
に

対
し
て
「
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
『
一
般
国
家
学
』
の
「
代
表
と
代
表
機
関
」
と
い
う
奇
妙
な
（seltsam

）
章
を
読
む
が
良
い
」

（RKpF:  36

〔
一
四
一
〕）
と
勧
め
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
論
が
「
神
話
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
見
做
さ
れ
る
の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
理
由
を
明
快
に
提
示
し
て
い

る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
の
議
論
全
体
か
ら
、
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
方

で
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
代
表
概
念
が
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
レ
ー
テ
制
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
命
令
委
任
（m

andat im
pératif

）」
を

否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
的
思
考
で
は
な
く
真
の
代
表
的
思
考
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
（RKpF:  36

〔
一
四
二
〕）。

だ
が
他
方
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
代
表
制
度
の
典
型
例
と
見
做
す
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
人
の
国
（civitas hum

ana

）
を
代
表
し
、
あ
ら
ゆ
る

瞬
間
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
十
字
架
の
犠
牲
と
の
歴
史
的
結
合
を
表
現
し
、
人
格
的
に
キ
リ
ス
ト
自
身
（
…
）
を
代
表
す
る
」

（RKpF:  26

〔
一
三
四
〕）
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
教
皇
の
権
限
は
信
徒
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
教
会
は

あ
く
ま
で
も
「
上
か
ら
（von oben

）」
代
表
す
る
」（RKpF:  35

〔
一
四
一
〕）。
こ
う
し
た
「
上
か
ら
の
」
代
表
概
念
に
立
脚
す
る
シ
ュ

ミ
ッ
ト
か
ら
す
れ
ば
、
代
表
者
が
被
代
表
者
に
政
治
的
に
従
属
す
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
代
表
概
念
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
「
代
表
」
に

反
す
る
要
素
が
混
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
機
関
概
念
の
拒
否

　
以
上
の
よ
う
な
代
表
概
念
は
、
機
関
説
批
判
と
結
び
付
く
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
憲
法
理
論
』
に
お
い
て
、「
機
関
」
概
念
を
用
い
る
こ

と
の
弊
害
を
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
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こ
こ
で
は
「
機
関
」
と
い
う
言
葉
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
言
葉
が
好
ま
れ
て
い
る
の
は
、
一
部
で
は
、
機
械
的
、
個
人
主
義
的‒

私
的
な

諸
観
念
に
対
す
る
正
当
な
反
対
に
よ
る
が
、
ま
た
一
部
で
は
、
代
表
（Repräsentation

）・
代
理
（Vertretung

）・
委
任
（Auftrag

）
な
ど
と
い
っ

た
難
し
い
区
別
を
一
般
的
な
曖
昧
さ
へ
と
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
、
多
義
的
な
不
明
瞭
性
の
た
め
で
も
あ
る
（V

L:  213

〔
二
六
五
〕）。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
す
れ
ば
、
機
関
概
念
を
画
一
的
に
用
い
る
こ
と
は
厳
密
な
議
論
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
代
表
の
本
質

を
覆
い
隠
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
同
時
代
の
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
も
ま
た
共
有
し
て
い
た
問
題
意
識
で
あ
っ
）
32
（
た
。

求
め
ら
れ
る
の
は
、
機
関
概
念
に
頼
る
こ
と
な
く
、
代
表
概
念
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　『
憲
法
理
論
』
は
、
代
表
概
念
を
「
そ
の
国
法
的
・
政
治
的
特
殊
性
に
お
い
て
認
識
す
る
」（V

L:  208

〔
二
五
七
〕）
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

公
的
な
代
表
概
念
が
私
的
な
代
理
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
（V

L:  208

〔
二
五
八
〕）
他
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

被
代
表
者
・
代
表
者
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
代
表
概
念
を
「
政
治
的
」
な
概
念
と
し
て
彫
琢
し
よ
う
と
し
た
こ

と
、
さ
ら
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
を
通
じ
て
国
家
法
人
説
を
相
対
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
代
表
さ
れ
る
対
象
は
「
全
体
と
し
て
の
政
治
的
単
一
体
」
に
限
定
さ
れ
る
。「
学
問
的
な
明
晰
性
の
た
め
に
、
こ
の
〔
代
表
と

い
う
〕
言
葉
に
再
び
的
確
な
意
味
を
付
与
し
、
こ
れ
を
政
治
的
単
一
体
そ
の
も
の
の
表
現
（D

arstellung

）
に
限
定
し
た
い
」（V

L:  213

〔
二
六
五
〕）。
こ
う
し
た
用
語
法
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
代
表
さ
れ
る
の
は
「
高
次
の
存
在
」（V

L:  210

〔
二
六
〇
〕）
の
み
で
あ
る
と
い
う

発
想
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
単
な
る
人
間
の
集
合
体
」
を
超
え
た
「
高
次
の
、
高
め
ら
れ
た
、
よ
り
強
度
の
存
在
」
を
本
来
有
し
て
い

る
、
政
治
的
単
一
体
た
る
国
家
こ
そ
が
、
代
表
さ
れ
る
に
値
す
る
（V

L:  210

〔
二
六
〇
―
二
六
一
〕）。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
こ
う
し

た
意
味
で
の
代
表
は
、「
政
治
的
な
も
の
の
領
域
に
属
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
規
範
的
な
概
念
で
は
あ
り
得
な
い
（V

L:  211

〔
二

六
三
〕）。

　
次
に
、「
統
治
（Regierung

）」
概
念
と
の
連
関
を
通
じ
て
、
代
表
者
も
限
定
さ
れ
る
。「
全
て
の
任
意
の
「
機
関
」
が
代
表
者
と
な
る
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訳
で
は
な
い
。
統
治
す
る

0

0

0

0

者
（w

er regiert

）
の
み
が
代
表
に
参
与
す
る
」（V

L:  212

〔
二
六
三
〕）。
こ
う
し
た
「
統
治
」
は
、「
行
政

（Verw
altung

）」
や
「
事
務
処
理
（G

eschäftsbesorgung

）」
か
ら
区
別
さ
れ
た
、「
政
治
的
実
存
の
精
神
的
原
理
を
表
現
し
具
体
化
す
る
」

活
動
で
あ
る
（V

L:  212

〔
二
六
三
〕）。

　
こ
う
し
た
代
表
理
論
の
原
型
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
中
に
見
出
す
。「
ホ
ッ
ブ
ズ
が
述
べ
る
よ
う
に
（
…
）、
国
家
は
「
一
人

の
主
権
者
の
人
格
に
お
い
て
結
合
さ
れ
る
（united in the Person of one Sovereign

）」」（V
L:  214

〔
二
六
六
〕）。
我
々
は
す
で
に
、
イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
国
家
法
人
説
の
萌
芽
を
（
限
定
さ
れ
た
形
で
あ
る
と
は
い
え
）
認
め
て
い
た
の
を
確
認
し
た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
は
そ
れ
に
反
対
し
、「
代
表
」
の
要
素
を
強
調
す
る
こ
と
で
、「
人
格
」
な
る
も
の
は
国
家
概
念
に
必
然
的
な
も
の
で
は
な

く
、
代
表
者
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
（V

L:  214

〔
二
六
六
〕）。
こ
こ
で
は
、
機
関
説
の
背
景
に
あ
る
国
家
法
人
説
は
、
原

理
論
と
し
て
の
地
位
を
剝
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢
　
政
治
的
代
表
概
念
の
難
点

　
以
上
の
概
念
整
理
を
基
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
主
と
し
て
、「
委
任
に
拘
束
さ
れ
な
い
」「
全
国
民
のVertret

）
33
（er

」
と
明
示
的
に
規
定
さ

れ
た
（
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
二
一
条
）
ラ
イ
ヒ
議
会
議
員
お
よ
び
、「
全
ド
イ
ツ
国
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
」（
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
四
一
条

一
項
）
ラ
イ
ヒ
大
統
領
が
、
現
実
に
お
い
て
代
表
者
た
り
得
る
か
を
検
討
す
る
。

　
だ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
回
答
は
悲
観
的
で
あ
る
。「
全
体
の
代
表
者
」
た
る
自
覚
を
持
っ
た
議
員
が
「
公
開
」
の
場
で
「
討
論
」
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
を
目
指
す
と
い
う
議
会
主
義
本
来
の
理
想
を
喪
失
し
、
利
益
団
体
の
代
理
人
の
交
渉
の
場
と
化
し
た
議
会
は
、
も

は
や
代
表
者
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
（V

L:  319

〔
三
九
八
〕）。
さ
ら
に
、
選
挙
が
政
党
主
体
で
行
わ
れ
、
大
統
領
が
政
党
の
代

理
人
と
な
る
な
ら
ば
、
大
統
領
も
ま
た
、
全
国
民
の
代
表
者
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
（V

L:  352

〔
四
三
五
〕）。

　
こ
う
し
た
事
態
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
選
挙
制
度
の
二
義
性
と
し
て
指
摘
す
る
事
柄
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
方
で
、
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「
民
主
主
義
的
な
選
挙
の
制
度
は
、
そ
の
全
て
の
点
に
お
い
て
、
代
表
の
思
想
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
」（V

L:  207

〔
二
五
六
〕）
と
主
張

す
る
。「
投
票
権
を
持
つ
個
々
の
国
家
公
民
は
、
私
人
や
私
的
利
害
関
係
者
と
し
て
で
は
な
く
、「
公
民
（citoyen

）」
と
し
て
、（
…
）

「
全
体
の
代
表
者
」
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

L:  207

〔
二
五
六
〕）。
し
か
し
選
挙
が
真
正
の
代
表
者
を
選
出
す
る
か
ど
う
か

は
、
結
果
次
第
で
あ
る
。
選
挙
は
、「
選
ば
れ
た
人
が
よ
り
上
等
な
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
真
正
の
代
表
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

る
」
が
、「
単
な
る
利
益
代
表
者
や
代
理
人
の
選
任
で
も
あ
り
得
る
」（V

L:  219

〔
二
七
二
〕）。
こ
う
し
た
見
解
の
背
後
に
は
、
階
級
対
立

に
苦
し
め
ら
れ
る
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
あ
っ
て
は
、
利
益
の
代
理
は
必
然
的
に
国
家
の
単
一
性
を
阻
害
す
る
、
と
い
う
発
想
が
隠
さ

れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
に
よ
っ
て
代
表
者
と
規
定
さ
れ
る
存
在
が
、
現
実
に
お
い
て
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
せ
る
と
は
限
ら

な
い
。
政
治
的
概
念
で
あ
る
「
代
表
」
は
、
現
実
の
政
治
的
状
況
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
苦
闘
を
恐
ら
く
十
分
に
理
解
し
て
い
た
の
が
、
若
き
日
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル
フ
・
フ
ー
バ
ー
で
あ
る
。

フ
ー
バ
ー
は
、
偽
名
で
発
表
し
た
論
考
「
代
表
」
に
お
い
て
、
師
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
代
表
概
念
の
意
義
を
力
説
し
、
し
か
も
師
と
は
異
な
り
、

「
同
一
性
」
を
政
治
的
単
一
体
の
形
式
原
理
と
認
め
な
）
34
（

い
た
め
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
以
上
に
「
代
表
」
概
念
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ど
こ
ま
で
こ
の
概
念
の
再
生
を
意
図
し
て
い
る
の
か
、
フ
ー
バ
ー
は
計
り
か
ね
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
現
代
国
家
に
、
現
実
的
代
表
の
可
能
性
と
共
に
、
国
家
の
形
式
化
（staatliche Form

ierung

）
の
再
生
の
可
能
性
を
認
め
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
は
、
政
治
的
形
式
付
与
（politische Form

gebung

）
の
最
重
要
の
基
礎
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
現
代
国
家
の
無
根
拠
性
（H

altlosigkeit

）
を
暴
露
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
）
35
（

る
。

フ
ー
バ
ー
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
代
表
機
能
を
委
ね
る
こ
と
で
問
題
が
解
決
す
る
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
議
会
が
国
民
の
代
表
と
い
う
本

来
の
機
能
を
取
り
戻
す
こ
と
に
期
待
す
）
36
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
職
能
代
表
制
を
否
定
す
る
一
方
で
、「
議
会
が
自
由
な
精
神
的
働
き
に
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よ
っ
て
、
利
益
経
済
の
泥
沼
か
ら
国
民
の
代
表
者
の
尊
厳
へ
と
自
ら
を
高
め
）
37
（
る
」
可
能
性
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様
に
フ
ー

バ
ー
も
、
積
極
的
な
回
答
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
　
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
の
国
家
理
論
的
意
味

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
国
民
」
お
よ
び
「
代
表
」
に
関
す
る
個
別
的
論
点
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
国
家
法
人
説

お
よ
び
機
関
説
を
踏
み
越
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
機
関
説
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
事
例
を
強
調
す
る
だ
け
で
、

体
系
的
な
理
論
の
展
開
を
放
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
、
従
来
の
国
家
理
論
に
代
わ
る
新
た

な
体
系
を
構
想
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

㈠
　
国
家
と
憲
法

　
第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
概
念
は
、
二
側
面
説
に
従
い
、「
社
会
学
的
国
家
概
念
」
と
「
法
学
的
国
家
概

念
」
に
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
国
家
は
、
事
実
の
世
界
と
法
の
世
界
の
双
方
に
跨
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
概
念
は
、

『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
は
、「
団
体
が
そ
の
意
思
を
形
成
し
、
実
施
し
、
そ
の
範
囲
を
確
定
し
、
団
体
に
お
け
る
お
よ
び
団
体
に
対
す

る
そ
の
構
成
員
の
地
位
を
規
律
す
る
」
た
め
の
「
秩
序
（O

rdnung
）」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
（AS:  505

〔
四
一
〇
〕）。
こ
う
し
た
憲
法

の
最
小
限
を
満
た
す
に
は
、
事
実
上
の
力
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
が
、「
文
化
的
民
族
」
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、「
法
的
に
承
認
さ

れ
た
、
法
規
（Rechtssätze

）
か
ら
な
る
秩
序
」
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
は
主
と
し
て
、
規
範
の
次
元
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
（AS:  505

〔
四
一
〇
〕）。

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
憲
法
概
念
に
異
を
唱
え
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
「
存
在
適
合
的
（seinsm

äßig

）
に
現
存
す
る
秩
序
を
、
何
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か
が
そ
れ
に
従
っ
て
法
律
適
合
的
（gesetzm

äßig

）
か
つ
正
当
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
規
範
と
混
同
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

意
味
で
の
「
秩
序
」
は
「
単
に
規
範
的
な
も
の
、
よ
り
正
確
に
は
当
為
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
も
の
を
表
す
は
ず
で
あ
る
」、

と
（V

L:  4

〔
五
〕）。

　
こ
う
し
た
批
判
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
絶
対
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
」
と
呼
ば
れ
る
「
単
一
的
全
体
と
し
て
の
憲
法
＝
国
制

（Verfassung als einheitliches G
anzes

）」（V
L:  3

〔
三
〕）
は
、「
規
範
」
の
次
元
で
は
考
察
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
「
絶
対
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
」
と
し
て
、「
単
一
と
秩
序
の
状
態
（Status

）」
に
あ
る
具
体
的
な
国
家
そ
の
も
の
、
君
主
制

や
民
主
制
と
い
っ
た
国
家
形
式
（Staatsform

）、
政
治
的
単
一
体
の
動
的
生
成
の
原
理
の
三
つ
を
挙
げ
る
（V

L:  4 -6

〔
四
―
九
〕）
が
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
存
在
」
の
次
元
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
根
本
法
律
」「
諸
規
範
の
規
範
」
と
い
う
意
味
で
の
、

「
規
範
」
的
な
「
絶
対
的
憲
法
概
念
」
の
存
立
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
（V

L:  7 -11

〔
九
―
一
四
〕）。「
市
民
的
自
然
法
の
形
而
上
学
的
前

提
」
が
失
わ
れ
た
以
上
、「
国
家
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
把
捉
す
る
（
…
）
規
範
的
な
諸
規
定
の
完
結
せ
る
体
系
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

信
仰
は
、
今
日
で
は
も
は
や
存
在
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（V

L:  10 -11

〔
一
三
―
一
四
〕）。

　
そ
れ
ゆ
え
、
規
範
の
次
元
で
憲
法
を
思
考
す
る
た
め
に
は
、「
当
為
の
源
泉
と
し
て
の
事
実
的
な
存
在
」
で
あ
る
「
憲
法
制
定
権
力
の

意
思
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（V

L:  9

〔
一
二
〕）。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
憲
法
制
定
行
為
は
「
政
治
的
単
一
体
の
形
式
と
態
様
を

組
織
す
る

0

0

0

0

」（V
L:  21

〔
二
八
〕）
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
単
一
体
た
る
国
家
の
事
実
上
の
存
在
は
、
前
提
と
さ
れ
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
と
異
な
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
国
家
を
、
常
に
事
実
の
次
元
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー
ス
の
分
析
に
従
え
ば
、「
国
家
主
義
者
」
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
一
般
国
家
学
」
の
形
式
か
ら
離
反
し
、
憲
法
概
念

を
中
心
に
据
え
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
家
概
念
の
法
的
側
面
を
排
除
し
て
事
実
的
な
国
家
概
念
を
絶
対
視
し
）
38
（
た
。
こ
の
分
析
は
基
本
的
に

正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
な
ぜ
「
一
般
国
家
学
」
か
ら
離
反
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
そ

れ
を
理
解
す
る
に
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
学
問
構
想
に
お
け
る
「
一
般
国
家
学
」
の
位
置
付
け
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



機関説批判と国家学の解体

93

㈡
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
学
問
構
想

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
新
た
な
学
問
構
想
は
、
新
た
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
た
る
「
憲
法
学
（Verfassungslehre

）」
の
創
設
を
高
ら
か
に
宣
言

し
た
、『
憲
法
理
論
』
の
「
序
言
」
の
中
に
、
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
学
問
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

「
国
法
学
（Staatsrechtslehre

）」
と
「
一
般
国
家
学
（Allgeim

eine Staatslehre

）」
が
不
幸
な
形
で
分
離
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
の
「
政
治
的
・
社
会
的
な
安
定
感
情
」
に
起
因
す
る
「
実
証
主
義
」
の
た
め
に
、「
憲
法
理
論
上
の

根
本
問
題
」
が
国
法
学
か
ら
一
般
国
家
学
へ
と
放
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
の
で
あ
る
（V

L:  XI

〔
四
〕）。

　
こ
の
序
言
に
お
い
て
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
『
一
般
国
家
学
』
が
「
一
般
国
法

学
」
と
「
一
般
国
家
社
会
学
」
の
二
側
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
行
お
う
と
し
た
の
は
、
両

分
野
か
ら
「
憲
法
」
に
関
す
る
要
素
を
取
り
出
し
て
一
つ
の
学
問
分
野
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
の
体
系
に
代
わ
る
新
た
な
体
系
の
創
出
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
用
語
法
で
は
「
政
治
学
（Politik

）」
と
等
置
さ
れ
る
（V

L:  XII

〔
五
〕）「
一
般
国
家
学
」
は
、
ど
こ
へ

行
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
身
の
「
憲
法
学
」
に
よ
っ
て
重
要
な
問
題
を
全
て
汲
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
な
お
論

じ
ら
れ
る
べ
き
対
象
が
「
一
般
国
家
学
」
の
中
に
残
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、「
主
権
論
」
や
「
力
（M

acht

）
と
権
威

（Autorität

）
の
区
別
」
に
関
す
る
考
察
は
「
一
般
国
家
学
」
で
扱
わ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
と
さ
れ
（V

L:  XIV

〔
七
〕, 75 -76

〔
一
一
〇
―
一
一

一
〕）、「
多
数
が
決
定
す
る
」
と
い
う
命
題
の
十
全
な
解
明
も
ま
た
、
憲
法
理
論
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
さ
れ
る
（V

L:  282

〔
三
五
二
〕）。

だ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
う
し
た
『
一
般
国
家
学
』
を
執
筆
す
る
こ
と
は
、
終
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
〇
年
代
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
、
ど
こ
ま
で
「
一
般
国
家
学
」
の
構
想
が
存
在
し
た
の
か
に
関
し
て
、
確
実
な
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。

だ
が
、
冒
頭
で
も
引
用
し
た
編
集
者
宛
の
書
簡
か
ら
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
態
度
変
化
が
あ
る
程
度
窺
え
る
。
一
九
二
五
年
の
時
点
で
、
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時
代
遅
れ
に
な
っ
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
代
わ
る
「
優
れ
た
『
一
般
国
家
学
』」
を
提
供
し
た
い
と
述
べ
て
い
）
39
（
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
二

七
年
六
月
に
な
る
と
、
国
家
概
念
の
問
題
は
「
教
科
書
（Lehrbuch

）」
で
は
扱
え
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
国
家
学
よ
り
も
憲
法
学
が
有
益
だ

と
断
言
す
）
40
（
る
。
そ
し
て
『
憲
法
理
論
』
執
筆
中
の
同
年
七
月
に
は
、
も
は
や
国
家
が
存
在
し
な
い
以
上
、
一
般
国
家
学
に
は
何
も
望
め
な

い
と
ま
で
言
う
に
至
）
41
（
る
。

　
こ
う
し
た
態
度
変
化
の
鍵
を
握
る
の
は
、『
憲
法
理
論
』
構
想
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
自
身
は
当
初
こ
の
作
品
を
、「
国
家
史
」
お
よ
び
「
国
家
学
」
と
呼
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
）
42
（
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
国
家
学
を

思
わ
せ
る
よ
う
な
議
論
は
展
開
さ
れ
な
い
。
作
品
の
冒
頭
で
、
国
家
は
ひ
と
ま
ず
「
国
民
の
政
治
的
状
態
（der politische Status eines 

Volkes

）」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
概
念
規
定
」
で
は
な
い
と
さ
れ
、
国
家
の
本
質
に
つ
い
て
の
考
察
を
脇
に
退
け
た
ま
ま
、
議
論

の
主
題
は
即
座
に
「
政
治
的
な
も
の
の
本
質
」
へ
と
移
さ
れ
）
43
（

る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
作
業
に
お
い
て
は
、「
政
治
的
な
も
の
」
を
土
台
に
国
家
を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
）
44
（
る
。

だ
が
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
多
元
主
義
な
ど
に
よ
っ
て
主
権
国
家
が
相
対
化
さ
れ
る
時
代
に
は
、
国
家
概
念
か
ら
出
発
し
て
体

系
的
な
国
家
学
を
構
築
す
る
と
い
う
学
問
的
営
為
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
は
な
か
っ
た
か
。
国
家
概
念
の
問
題
性
や

国
家
学
の
不
毛
さ
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
言
の
背
後
に
、
そ
う
し
た
意
識
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
強
ち
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
か
く
し
て
、「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
の
経
験
を
踏
ま
え
た
主
著
『
憲
法
理
論
』
は
、
国
家
学
の
「
断
念
」
を
内
に
秘
め
た
作

品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
は
、
個
別
具
体
的
論
点
に
お
い
て
機
関
説
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
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同
時
に
、
国
家
法
人
説
と
い
う
法
学
的
国
家
理
論
を
破
壊
す
る
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
、
規
範
の
前
提
と
な
る
べ
き
事
実
の
次
元

に
国
家
を
定
位
さ
せ
た
上
で
、
国
家
の
単
一
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
っ
た
。
だ
が
政
治
的
に
も
理
論
的
に
も
国
家
の
単
一
性

が
危
険
に
曝
さ
れ
る
状
況
に
直
面
し
、
国
家
概
念
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
道
半
ば
で
放
棄
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
営
為
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
「
一
般
国
家
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
衰
退
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
法
学
者
は
国
家
概
念
へ
の
関
心
を
次
第
に
失
っ
）
45
（

た
」（
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
コ
リ
オ
ー
ト
）。
第

二
次
世
界
大
戦
後
も
継
続
す
る
こ
う
し
た
現
象
に
関
し
て
、
林
知
更
は
専
門
分
化
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
す
る
。「
法
学
や
政
治
学
、
社

会
学
な
ど
、
か
つ
て
一
般
国
家
学
の
内
実
を
構
成
し
て
い
た
諸
学
問
の
分
化
・
自
立
」
に
伴
い
、
諸
学
問
に
と
っ
て
「
国
家
」
概
念
が
有

し
て
い
た
「
共
通
基
盤
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
」
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
）
46
（
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
憲
法
学
」
も
そ
の
一
例
と
見

做
せ
よ
う
。

　
逆
説
的
に
見
え
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
国
家
概
念
へ
の
関
心
を
全
く
失
わ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
主
権
国
家
と
い
う
確
固
た
る
像
を
重

視
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
国
家
学
に
意
味
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
国
家
学
を
解
体
す
る
役
割
を
演
じ
た
国
家
主
義
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）  Rolf Rieß （H

rsg.

）, Carl Schm
itt/Ludwig Feuchtwanger: Briefwechsel 1918 -1935, Berlin 2007, S. 121.

（
2
）  

も
っ
と
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
公
表
し
た
解
散
権
に
関
す
る
二
つ
の
論
考
（Carl Schm

itt, »Reichstagsauflösungen 

（1924

）« , in: ders., 
Verfassungsrechtliche A

ufsätze aus den Jahren 1924 -1954, Berlin 1958, S. 13 -28

〔
渡
辺
暁
彦
訳
「
再
度
の
ラ
イ
ヒ
議
会
解
散
」「
ラ

イ
ヒ
憲
法
第
二
五
条
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
議
会
解
散
に
お
け
る
「
一
回
性
」
と
「
同
一
の
理
由
」」、
古
賀
敬
太
・
佐
野
誠
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

時
事
論
文
集
』、
風
行
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
―
三
〇
頁
〕）
の
中
に
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
所
説
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
の
発
言
の

真
意
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、『
独
裁
』
に
お
け
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
権
力
分
立
概
念
に
対
す
る
批
判
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
体
系
内
で
は
解
散
権
が
不
十
分
に
し
か
扱
え
な
い
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
考
え
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
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参
照
、
長
野
晃
「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
均
衡
理
論

―
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
結
合
と
分
離
」、『
政
治
思
想
研
究
』
一
五
号
、

二
〇
一
五
年
、
二
八
二
頁
。
但
し
、
本
稿
第
二
章
四
節
で
指
摘
す
る
通
り
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
議
会
解
散
権
の
問
題
を
重
視
し
て
お
り
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
評
価
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。

（
3
）  
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
用
い
る
図
式
で
あ
る
、「
有
機
体
的
国
家
学
」
と
「
機
械
的
・
規
範
主
義
的
国
法
学
」
の
二
元
論
に
つ
き
、vgl. Reinhard 

M
ehring, Carl Schm

itt: A
ufstieg und Fall, M

ünchen 2009, S. 250.

（
4
）  Carl Schm

itt, H
ugo Preuss: Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre, Tübingen 1930, S. 8

〔
上
原
行

雄
訳
「
フ
ー
ゴ
ー
・
プ
ロ
イ
ス
」、
長
尾
龍
一
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
Ⅰ
』、
慈
学
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
二
頁
〕.

（
5
）  

西
村
清
貴
「
パ
ウ
ル
・
ラ
ー
バ
ン
ト
の
国
制
論

―
『
国
法
講
義
』
を
中
心
と
し
て
」、『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
五
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、

四
一
六
頁
。

（
6
）  Schm

itt, H
ugo Preuss, S. 16

〔
二
二
八
頁
〕.

（
7
）  V

gl. H
enning U

hlenbrock, D
er Staat als juristische Person: D

ogm
engeschichtliche U

ntersuchung zu einem
 G
rundbegriff der 

deutschen Staatsrechtslehre, Berlin 2000, S. 135.

（
8
）  V

gl. Christoph Schönberger, »„Staatlich und Politisch

“«, in: Reinhard M
ehring 

（H
rsg.

）, Carl Schm
itt: D

er Begriff des  
Politischen: Ein kooperativer Kom

m
entar, Berlin 2003, S. 21. 

も
っ
と
も
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
帝
政
期
国
法
学
（
と

り
わ
け
ラ
ー
バ
ン
ト
）
の
連
続
性
も
強
調
す
る
。

（
9
）  V

gl. Christoph M
öllers, Staat als A

rgum
ent, 2. Aufl., Tübingen 2011, S. 62, 66. 

な
お
、「
不
浸
透
性
理
論
」（
不
浸
透
性
ド
グ
マ
）

に
関
し
て
は
、
参
照
、
西
上
治
「
機
関
争
訟
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
性
（
一
）

―
問
題
の
探
求
」、『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
二
八
巻
一
・
二
号
、

二
〇
一
五
年
、
一
一
―
一
五
頁
。

（
10
）  

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
法
人
説
に
関
し
て
は
、
行
政
法
学
に
お
い
て
、
機
関
訴
訟
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
参
照
、
門
脇
雄
貴
「
国
家
法
人
と
機
関
人
格
（
二
）

―
機
関
訴
訟
論
再
構
築
の
た
め
の
覚
書
」、『
法
学
会
雑
誌
』
四
九
巻
一
号
、

二
〇
〇
八
年
、
二
五
〇
―
二
五
六
頁
。
お
よ
び
、
西
上
「
機
関
争
訟
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
性
（
一
）」、
三
〇
―
四
九
頁
。

（
11
）  G

eorg Jellinek, System
 der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. durchgesehene und verm

ehrte Aufl. von 1905, Tübingen 2011. 

以
下
、
本
書
をSsöR

と
略
記
し
、
本
文
中
に
参
照
箇
所
を
示
す
。

（
12
）  G

eorg Jellinek, A
llgem

eine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin 1929

〔
芦
部
信
喜
他
訳
『
一
般
国
家
学
』、
学
陽
書
房
、
一
九
七
四
年
〕.

以
下
、
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本
書
を
Ａ
Ｓ
と
略
記
し
、
本
文
中
に
参
照
箇
所
を
示
す
。

（
13
）  Cf. Thom

as H
obbes, H

ow
ard W

arrender

（ed.

）, D
e cive: the Latin version, O

xford: O
xford U

niversity Press 1983, p. 134

〔
本

田
裕
志
訳
『
市
民
論
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
三
―
一
二
四
頁
〕.

（
14
）  Cf. Q

uentin Skinner, 

“From
 the state of princes to the person of the state

”, in: V
isions of Politics, Vol. 2, Cam

bridge: Cam
-

bridge U
niversity Press 2002, pp. 368ff.

（
15
）  
参
照
、
門
脇
「
国
家
法
人
と
機
関
人
格
（
二
）」、
二
五
〇
頁
。

（
16
）  

時
本
義
昭
『
国
民
主
権
と
法
人
理
論
』、
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
五
頁
以
下
は
、
こ
の
点
に
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
法
人
説
の
特
徴
と

破
綻
を
見
出
す
。

（
17
）  Christoph Schönberger, D

as Parlam
ent im

 A
nstaltsstaat: Zur Theorie parlam

entarischer Repräsentation in der Staatsrechts-
lehre des Kaiserreichs (1871 -1918), Frankfurt a. M

. 1997, S. 243 -244.

（
18
）  G

eorg Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung: Eine staatsrechtlich-politische A
bhandlung, Berlin 1906, S. 

64

〔「
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
」、
森
英
樹
・
篠
原
巌
訳
『
少
数
者
の
権
利

―
転
機
に
立
つ
憲
法
政
治
と
憲
法
学
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九

年
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
〕.

な
お
、Schönberger, D

as Parlam
ent im

 A
nstaltsstaat, S. 250

は
、『
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
』
に
お
け
る

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
代
表
制
論
に
、「
潜
在
的
ル
ソ
ー
主
義
」
を
見
出
す
。

（
19
）  Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, S. 62

〔
一
二
一
頁
〕.

（
20
）  Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, S. 73

〔
一
三
二
頁
〕.

（
21
）  Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, S. 80

〔
一
三
九
頁
〕.

（
22
）  Carl Schm
itt, Verfassungslehre, 10. Aufl., Berlin 2010

〔
尾
吹
善
人
訳
『
憲
法
理
論
』、
創
文
社
、
一
九
七
二
年
〕.

以
下
、
本
書
を
Ｖ

Ｌ
と
略
記
し
、
本
文
中
に
参
照
箇
所
を
示
す
。

（
23
）  

帝
政
期
の
君
主
制
の
描
写
に
関
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ラ
ー
バ
ン
ト
や
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
よ
り
も
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
ザ
イ
デ
ル
を
高
く
評
価

し
て
い
る
（vgl. V

L: 55 -56

〔
七
〇
〕）
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
24
）  Carl Schm

itt, D
ie D
iktatur: Von den A

nfängen des m
odernen Souveränitätsgedankens bis zum

 proletarischen Klassenkam
pf, 

7. Aufl., Berlin 2006

〔
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
独
裁

―
近
代
主
権
論
の
起
源
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
闘
争
ま
で
』、
未
來
社
、
一
九
九

一
年
〕.  

以
下
、
本
書
を
Ｄ
と
略
記
し
、
本
文
中
に
参
照
箇
所
を
示
す
。
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（
25
）  

参
照
、
石
川
健
治
「
権
力
と
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
」、
長
谷
部
恭
男
・
中
島
徹
編
『
憲
法
の
理
論
を
求
め
て

―
奥
平
憲
法
学
の
継
承
と
発
展
』、
日

本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
七
四
頁
。

（
26
）  V

gl. H
erm
ann H

eller, D
ie Souveränität: Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts, Berlin und Leipzig 1927, S. 72

〔
大
野
・
住
吉
・
山
崎
訳
『
主
権
論
』、
風
行
社
、
一
九
九
九
年
、
五
九
頁
〕.

（
27
）  H

eller, D
ie Souveränität, S. 75

〔
六
三
頁
〕.

（
28
）  H

eller, D
ie Souveränität, S. 76

〔
六
四
頁
〕.

（
29
）  Joseph Barthélem

y, Le rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques m
odernes, Paris: G

iard et Brière 1906, p. 28.

（
30
）  Carl Schm

itt, Röm
ischer Katholizism

us und politische Form
, M
ünchen 1925

〔
小
林
公
訳
「
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
治
形

態
」、
長
尾
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
Ⅰ
』〕.

以
下
、
本
書
をRKpF

と
略
記
し
、
本
文
中
に
参
照
箇
所
を
示
す
。

（
31
）  

も
ち
ろ
ん
、
和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家

―
初
期
カ
ー
ル
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
、
第
四
章

以
下
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。『
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
形
式
』
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
批
判
に
つ
き
参
照
、

同
、
二
七
二
頁
。

（
32
）  V

gl. G
erhard Leibholz, D

as W
esen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des Repräsentativsystem

s: Ein  
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